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 明けましておめでとうございます。 

 本年も見目陽一先生の作品で、表紙を飾らせ

ていただくことになりますのでご期待くださ

い。 

 さて、新春第１弾は、従来の「野仏シリーズ｣

ではなく、干支にちなんだ作品でございます。

 見目先生は，毎年干支にちなんだ作品を制作

されています。（今年は本作と「大黒天」にち

なむ作品を制作） 

 ２００８年（平成２０年）の干支は「ねずみ」

です。 

 表紙の作品は、夫婦のねずみが帆船に乗

り、波涛を越えて日本一の富士山を目指して

いるという、おめでたい作品です。帆船の帆

には「宝珠」が描かれています。また、初夢

にちなみ、「一富士・二鷹・三茄子」が作品

中に散りばめられております。 

 家内安全、商売繁盛、読者の皆様の幸福を

祈念して制作された素晴らしい作品である

と思います。 

 本年も読者の皆様に愛される紙面作りに

努力いたしますので、ご愛読ください。どう

ぞよろしくお願いいたします 

（広報部 小室）
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平成２０年 新年知事あいさつ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栃木県行政書士会の皆様、あけましておめでと

うございます。 
早いもので、私が知事に就任してから３年余が経

過し、任期の仕上げの年を迎えることとなりまし

た。この間、私は、これからの“とちぎ”づくり

の基本指針となる「とちぎ元気プラン」を策定す

るとともに、対話と強調を基本として、県民中心、

市町村重視の県政運営を積極的に展開して参りま

した。 
おかげをもちまして、子供に対する医療費助成

制度の拡充を始め、公立中学校全学年での３５人

学級の導入、さらには、市町村と住民が協働して

まちづくりに取り組む「わがまち自慢推進事業」

の推進などの各種施策を市町村と連携してすすめ

ることができました。 
また、昨年は、県民の皆様をはじめ団体、企業

等の御理解と御協力のもと、県民が一体となって

結婚や子育てを支援する「とちぎ未来クラブ」を

設立するとともに、県民との協働により荒廃した

森林を再生し、次代に引き継ぐことを目的とした

「とちぎの元気な森づくり」の推進体制を整備す

ることが出来ました。 
 
 

 
 
 
今年は、新しい県庁舎のもとで、栃木県の新た

な一歩を踏み出すこととなりますが、職員一同初

心に返り、気を引き締めながら、「活力と美しさに

満ちた郷土“とちぎ”」の実現のため、全力を挙げ

て県政運営に取り組んで参る決意を新たにしたと

ころであります。 
さて、現在、高齢化と人口減少が同時に進行し、

様々な影響が地域に及びつつある中、地域の活力

をいかに向上させていくかが、地方自治体にとっ

て喫緊の課題となっており、本県においても、か

つてない厳しい財政状況のもと、簡素で効率的な

行財政システムの構築と個性豊かで活力に満ちた

地域づくりの推進が求められております。 
私は、本県が今後とも活力を維持し発展していく

ため、３年目を迎えます総合計画「とちぎ元気プ

ラン」を着実に推進することはもとより、昨年９

月に策定した「平成２０年度政策経営基本方針」

に基づき、「地震等災害への対応」、「地域医療の確

保」、「県民の健康づくりの推進」、「看護する家族

等への支援」といった緊要な課題に特に力を入れ

て取り組むなど、事業の選択と集中を図るととも

に、更なる行財政改革を推進することにより、県

民益の最大化に努めて参ります。 
さらに、新年度からは「団塊の世代に着目した“と

ちぎ”の元気づくり」に加え、「ブランドに着目し

た誇り輝く“とちぎ”づくり」を重点テーマとし、

これまで以上に広い視野と新たな発想に立ち、県

民協働による取組を積極的に進めて参る考えであ

ります。 
私は、県民の皆様が安心して生活でき、誇りと

自信を持つことができる元気で活力ある“とちぎ”

の創造に向けて、「いいひと いいこと つぎつぎ 
“とちぎ”」を合言葉に、最大限の努力を傾注して

参りたいと考えておりますので、栃木県行政書士

会の皆様にはより一層の御理解と御支援をお願い

申し上げます。 
年の始めに当たり、私の所信を申し上げますと

ともに、本年が皆様にとって素晴らしい年となり

ますことをお祈り申し上げて、新年のごあいさつ

といたします。 
平成２０年１月  

栃木県知事 福田 富一 
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「県議会の活性化を目指して」                 
栃木県議会議長 石坂真一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
新年おめでとうございます。県議会を代表いた

しまして、謹んで御挨拶を申し上げます。 
 私は昨年５月に第９５代議長に就任して以来、

県民の皆様が真の豊かさを感じられる社会の実現

と県勢の発展のため、県議会の円滑な運営と議会

活動の活性化に全力を傾注して参りました。皆様

方には、温かい御支援・御協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 
 県議会では、今年度「議会活性化検討会」にお

いて、予算委員会の設置や政務調査費の透明性の

向上などについての調査研究を重ね、県民の皆様

方の期待に応えられる県議会となるべく、議会機

能の充実強化に取り組んでいるところであります。 

また、昨年４月に完成した新議事堂は、バリアフ

リーをはじめ、誰もが利用しやすい工夫を取り入

れています。ぜひ、大勢の県民の皆様に足をお運

びいただき、議会活動に更なる関心をお寄せいた

だけますよう念願しております。 
 年頭に当たり、栃木県行政書士会のますますの

御発展と、皆様方の御健勝・御多幸を御祈念申し

上げ、新年の御挨拶といたします。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

新春のごあいさつ 
栃木県市長会会長 足利市長 吉谷宗夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新年明けましておめでとうございます。 
２００８年の年頭にあたり、県内市長を代表いた

しましてごあいさつ申し上げます。 
今日の少子・高齢化や国際化の進展に伴い、私

たちの社会生活も複雑多岐にわたり、種々の手続

や確認等の書類作成の必要性が高まってきており

ます。許認可等の申請書類や事実証明及び契約書

の作成にあたっては、多種多様で中には高度の知

識を要する書類も増加しつつあります。行政書士

制度は、その業務の適正を図ることにより、行政

に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて

国民の利便に資することを目的としており、貴会

の業務の社会的ニーズは益々高まる一方でありま

す。貴会におかれましては、日々研鑽を重ねられ、

特にＡＤＲ認証機関の獲得のための新しい取り組

みや相続関係・農地転用・外国人在留関係などの

無料相談を行う等、地域住民の生活向上に貢献さ

れていることに対して敬意を表する次第です。 
 栃木県行政書士会の皆様には、地域住民と行政

の絆として、今後ともご協力を賜りますようお願

い申し上げますとともに、貴会の益々のご発展と

会員の皆様のご健勝をお祈り申し上げまして、新

年のごあいさつといたします。 
 
 
 
 



 
 

－5－ 

 
 
 

新春のごあいさつ 
宇都宮市長 佐藤栄一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
明けましておめでとうございます。 
私は、本市が、今後とも、ひと・もの・情報が

行き交う広域的な拠点性をさらに高め、北関東の

中枢拠点都市として確固たる地位を築くことが、

本市はもとより、周辺自治体も含めた圏域の発展

の、ひいては栃木県全体の発展に不可欠であると

考えております。 
昨年は、市町村合併により北関東初の 50 万都

市となり、本市の顔である中心市街地では「宇都

宮城祉公園」や「うつのみや表参道スクエア」が

完成し、賑わいが確実に回復するなど、さらなる

宇都宮の発展に向けて、より多様な魅力とポテン

シャルを高めることができました。 
本年は、私が市政をお預かりして４年間の集大成

の年であり、また、市民の思いを結集して策定し

ている、今後のまちづくりの設計図となる「第５

次宇都宮市総合計画」のスタートの年でもありま

すことから、５０年、１００年先であっても揺ぎ

無い存在感と求心力を有する都市となるための、

確固たる基礎を固める年にすべく、思いを新たに

しているところです。 
本年がその一歩を力強く踏み出す年となるよう、

知恵を出し、汗をかいて、全力で取り組んでまい

りますので、皆様のより一層のご支援、ご協力を

お願い申し上げます。 
 
 

 
 
 

期待を込めて 
栃木県行政書士議員連盟 会長 野田尚吾 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明けましておめでとうございます。会員の皆様

にはご壮健で新春をお迎え、うれしく存じます。 
行政書士に対する市民の期待は日々高まりつ

つあります。この期待と信頼に応えるためには直

接業務関連の法や制度を熟知することは勿論、社

会の事象にも注意深くなくてはなりません。 
相隣関係の紛争に関する相談・業務は最も多く、

最も得意とするものでなければなりません。それ

が市井にある法律家の証左であると考えます。成

年後見やＡＤＲなど着実な実績のつみあげが近道

だと確信します。 
業務の本体である官公署への提出書類の作

成・代行についても、本法のみならず周辺法規の

習熟が当然必要となります。業務開拓には議連の

議員に案内役を要請することも一方法だと考えま

す。それぞれの立場でお役に立てるかと存じます。 
末尾になりましたが会員の皆様のご健勝と会

の発展をご祈念申し上げ新春のごあいさつといた

します。 
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平成２０年１月９日（水）、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関

する規定の整備として、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられるとと

もに、欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備として、欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、

罰則の強化等、コンプライアンスの強化が図られました。 
 
 
 
 

 

１ 業務に関する規定の整備 

・行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関

して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為に

ついて、非独占業務として、弁護士法第７２条に抵触しない範囲で代理することを業とす

ることができるとすること。 

 

２ 欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備 

・都道府県知事から行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から３年を経過しな

い者は、行政書士となる資格を有しないものとすること等、欠格事由に関する規定の整備

を行うこと。 

 

・行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令等に違反したとき又は行政書士たるにふ

さわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告、

２年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができるとすること。 

 

・行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務違反に対する罰金の多額を１００万円とする

ものとすること等、罰則に関する整備を行うこと。 

 

３ 施行日 

平成２０年７月１日 

 
 
 
 
詳細につきましては日本行政書士会連合会ホームページ（http://www.gyosei.or.jp/）においてご

確認ください（１月９日付トピックスに掲載）。 
 なお、「月刊日本行政」２月号に法律の概要、３月号に条文が掲載される予定です。 
 
 
 
 

速報！ 

「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について 

行政書士法改正（案）の概要
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日／曜日 内   容 出  席  者 №頁

１日 土 佐野自動車登録代行センター懇親会 会長 － 

神奈川成年後見サポートセンター研修会 松岡部長 廣田副部長 ① ３日 月 
会報編集作業 新井部長 田代副部長 － 

４日 火 総務部会 会長 青木副会長 前澤部長 毛塚副部長 
秋田理事 鈴木康夫理事 山本昭子理事 

② 

法務省認証制度説明会 松岡部長 奥村理事 ③ ５日 水 
会計精査 柳川部長 根岸理事 － 

６日 木 伝達研修会 小林部長 江藤副部長 ④ 

栃木県文書学事課打ち合わせ 青木副会長 前澤部長 ⑤ 

会報編集作業・マスコミ各社挨拶回り 新井部長 田代副部長 小室理事 － 

７日 金 

建設業「財務諸表作成」研修会 深見理事 風間専門部員 市川専門部員 ⑥ 

編集会議 横山副会長 新井部長 田代副部長 手塚理事 
宮澤理事 小室理事 

⑦ 10日 月 

理事会資料・発送通知文の確認 会長 前澤部長 － 

13日 木 理事会会場打ち合わせ 会長 青木副会長 前澤部長 － 

14日 金 正副会長総務部長副部長会 会長 青木副会長 福田副会長 堀越副会長 
横山副会長 前澤部長 毛塚副部長 

－ 

16日 日 理事会  ⑧ 

17日 月 関係団体歳暮あいさつ 会長 青木副会長 － 

18日 火 成年後見特別研修会 松岡理事 廣田副部長 小泉理事 
金井専門部員 

⑨ 

顧問相談役正副会長会 住吉顧問 岸顧問 宮嶋相談役 会長 
青木副会長 福田副会長 堀越副会長 
前澤部長 毛塚副部長 

－ 21日 金 

県警との連絡会 会長 青木副会長 ⑩ 

25日 火 編集作業 田代副部長 小室理事 － 

①神奈川成年後見サポートセンター公開研修会 

３日 13:30～17:30 

【内容】 

①成年後見業務の倫理 

 当会で講師をお願いしている粂智仁先生が

担当。行政書士が成年後見業務を行う際の考え

方・留意点等を倫理の観点から話された。 

②成年後見業務の実践事例研究 

 実際に法定後見・任意後見を担当されている

宮川先生がご自身の経験を踏まえながら、問題

点・改善点を指摘しつつ、講演された。 

③成年後見の事例研究 

 斎藤先生が「事例」についてご自身の経験を

踏まえて講演された。事例は様々な場合を想定

して組み合わされていたが、現実に起こったこ

とであり、研修の重要性が改めて認識させられ

た。 

書士会日誌 書士会日誌 ２００７．１２  

②総務部会 

４日 13:30～17:00 

【内容】 

１．理事会の議題について 

２．真岡センターへの通知について 

３．その他 

 

【決定事項・検討事項】 

 １．進行次第の打ち合わせ、資料の細部を審 

議検討・決定 

 ２．真岡センターへの通知内容の審議検討・ 

決定 

 ３．その他 

 



－8－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③法務省認証制度説明会 

５日 10:00～17:00 

【内容】 
 １．制度編 ～認証の基準との関係～ 
 ２．実践編 ～認証制度下の行動指針～ 
 
 ・各士業（土地家屋調査士会・司法書士会・ 

行政書士会）等多くの団体が参加した。 
 ・会則変更、ＡＤＲ法解釈の仕方等、ＡＤＲ 
  認証機関設立にあたっての注意点について 
  長時間にわたり説明を受けた。 
 ・今後、再検討しなければならないことは、 
  研修会の見直し、会則変更の準備・規約・ 
  規程の制定等です。東京会のモデルが各単 
  位会に配布され次第、検討に入る予定です。 

⑥建設業「財務諸表作成」研修会 

７日 11:00～15:40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宇都宮市総合コミニュティーセンターにおい

て標記の研修会が開催されました。経営状況分

析センター㈱ネットコアの大澤章利様と金藤彰

利様を講師に迎え、税務申告決算書から建設業

様式の財務諸表へ転記する際の注意点について

講義が行なわれました。 
はじめに講師の大澤章利先生から、改正予定

の経営規模等評価申請（経営事項審査）におけ

る審査基準の説明がなされ、その中での経営状

況分析と財務諸表の関係についてご講義を頂き

ました。 
 続いて金藤彰利先生より税務申告決算書をも

とに、具体的な建設業様式財務諸表へ転記につ

いてご講義を頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 行政書士と言ったら建設業と言われるよう

に、 建設業の諸手続きは主要な業務です。この

手続きの中で一番苦慮するのが財務諸表作成と

いうこともあり、受講者の多くは新規に建設業

許可申請業務を手掛けようとされる方でした。

 講義には時間の制約もあり、また、完全に修

得する為には相当な自己研鑽を要する分野でも

ありますので、この研修が少しでも修得への糸

口に成ればと思います。 
（業務研修部 風間 洋）

④伝達研修会 

６・７日  

【内容】 
 ６日 
 第１時限 ①印鑑証明等を活用したＯＳＳ 
       申請の稼働を受けて 
      ②ＯＳＳ申請代理人による出張 
       封印について 
 第２時限 経営事項審査の改正について 
  
７日 
第３時限 最近の風俗営業等を取り巻く情 

勢について 
 第４時限 公益法人制度改革について 
 第５時限 公証人制度の活用について 
 第６時限 不法滞在外国人対策について 
 

１．規則制定について 
①暴力団等排除総合対策特別委員会 
規則（案） 

  ②会申請取次行政書士管理特別委員会 
規則（案） 

 上記２規則のご検討を依頼した。 
 
２．行政書士研修会について 
 ①上記１－①について 
 ②行政書士コンメンタールの著者に依頼 

する件 
 

⑤栃木県文書学事課打合せ 

７日 10:30～13:10 
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⑦編集部会 

１０日 13:30～19:00 

【内容】 
 １．行政とちぎ１２月号の編集・校正 
 ２．その他 
 
【決定事項・検討事項】 
 ２．「行政書士記念日（２／２２）」に合わせ 
  たＰＲ活動について。ワークショップ型研 
  修を開催し、これを市民公開講座とする。 
  多文化共生社会を考える。基本のテーマは 
  「相手の話を聞く力を見につけよう」「理 

解するために必要なこと」「まとめ役って 
どんな人？」「意外な自分に気づきます」 
等とし、問題解決力を探る。 
 開催日は会場及び講師との交渉もあり 
２／２４か３／１とする。 
 
※後に２／２４に決定しました。詳しくは 
 本誌裏表紙をご覧ください。 

⑧理事会 

１６日 13:30～ 

鬼怒川あさやホテルで開催。議案審議冒頭

会長に関して緊急動議があり、議長が会長か

ら青木副会長に交代。討議が４時間を越えて

繰り広げられる中、定足数は満たしていなが

らも、議決を前に議長が流会を宣言。そのま

ま閉会となった。       （広報部）

⑩県警との連絡会 

２１日 13:30～14:00 

「車庫証明申請における諸問題について」の 
議題が提案され、渡邊眞運協会長より「県内 
の登録台数減少により厳しい状況」との報告が

ありました。加えて、警察の方からは、きちん

とした書類作成の依頼がありました。 
 

⑨成年後見特別研修会（第４回） 

１８日 13:30～15:30 

成年後見制度の普及と課題 
１．高齢者人口の推移と高齢社会 
（１）高齢者人口の増大とその問題点 
（２）認知症高齢者人口の推移 
２．高齢者の財産とその取り巻く環境 
（１）具体的事例 
３．成年後見制度と高齢者 
（１）制度の普及 
（２）後見人の監視体制 
上記内容で５０分２コマの講義をして頂き、最

後に体験に基づいた質疑応答もあり、有意義で

した。 
 
＊ご連絡 
１月と２月の研修会終了時に、約１０分間ほど、

３月の効果測定兼卒業認定テストの出題傾向を 
説明させて頂きます（今回初めての試みの為）。

（業務開発部 廣田秀男）

「こんな文書が届いています」のコーナーです。 

詳細につきましては、事務局保管の文書または会員ホームページ等でご確認下さい。 

 

 文 書 タ イ ト ル 受信日 発信元 

■平成１９年度伝達研修会における配付資料の送付について 07/12/14 日行連 

■平成１９年度著作権実務研修会での 

意見交換会アンケートの事前実施について 

07/12/28 日行連 
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私は１９２４年（大正１

３年）生まれの子年なので、

新年は第８回目の年男にな

った。１９２４年の子年は

甲子（きのえね）というこ

とで６０年に１回の特に良

い子年であると易学者から

聞いたことがある。高校野

球全国大会で有名な「甲子園球場」は、この年に

誕生した。 
さて、私が当会に入会したのは昭和５２年７月

であるから３０年になる。たいした事もしないの

にその間に褒章を頂いたりして恐縮している。先

輩の柿沼先生や小野先生には現在もご指導を受け

ている。私の父も昔「行政代書人」と呼称された

頃からの行政書士であったので親子二代当業界に

お世話になっている次第だ。老齢ではあるが健康

なので“行政書士はいつも身近な相談相手”をモ

ットーに奉仕していきたい。 
 

 
 
 
 

８０才の声とともに、何

となく足が弱くなってきた。

「足を引きずって歩くね」

と、言われることも度々あ

った。 
そこで、できるだけ車で

なく歩くことにしたが、実

際やってみるとすぐ疲れ、

息切れし大変である。 
そこで朝は近所をひと巡り約１粁。昼は用足し

を兼ねて歩を延ばし約２粁。夕方は見回りを兼ね

て歩く。他の買い物や病院等歩きで行ける距離は

なるべく歩く。歩くときは背を伸ばし大股で運動

しながら、腹式呼吸もする。最近、姿勢も、歩き

方も人に褒められるようになってきた。旅行など

でも疲れずに歩き通せる幸せを感じている。 
今後も更に、健康に留意していきたい。 

 
 
 
 
 
 
昭和時代の流れを決定付

けたといわれる２２６事件

があった年に生まれ、それ

から続いた世相を顧みて、

まずまず幸運に過ごせたと

いう気持ちが強い。その最

大の幸運は、息子たちを戦

場に送らずにすみ、大勢の

人たちを不幸にすることに加担させずにすんだこ

とだ。 
また、日本が紛争国へ地雷を売り込む国にもな

らず、宗旨の違いで殺しあう激しい環境にもなく、

どこにでも神様がいると考える民俗のなかで暮ら

せるのも幸運だ。 
地域福祉権利擁護事業の生活支援員として 6人

の方とお付き合いをしているが、こんな幸運に感

謝して、せめて「無財の七施」だけでも心掛けた

いと思っている。 
 
 

子年 
生まれの 
会員の 
皆さん 

第８回目の年男を迎えて 

小山支部 海老原 敏夫

歩ける幸せ 

足利支部 茂木 信一

年男   

小山支部  松澤 孝三
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今年は、社保庁の年金

不明問題に始まり、各種

老舗食品の偽装問題、総

理突然の辞任劇、衆参ネ

ジレや大合併ハプニング

劇、給油活動停止と再開

問題、防衛省汚職、香川

の幼女祖母殺人事件等や

薬害問題など、暗い話が

目白押しでしたが、新年は、私にとって、人生６

度目の記念すべき子年であり、明るい穏やかな年

でありますよう、心から願っております。 
１１月にはネンリンピック水泳競技大会に県

代表として初参加、金、銅メダルを獲得、先の６

月には、五島長崎でのアイアンマンジャパントラ

イアスロン大会で優勝、３度目のハワイアイアン

マン世界大会でメダルを目指したが、無惨にも途

中棄権となり、体力、気力の弱さを痛感させられ

た。 
士業の仕事は、４月の開業以来少々の相談（無

料）はあるものの、いまだに仕事はなく、子年の

新年には初仕事をと待ち望んでいる。 
古希を過ぎても、いまだ何の薬の世話にもなら

ず、登山や水泳、マラソン、トライアスロン競技

に現役で参加できる健康の幸せに対して、今は亡

き両親に感謝する昨今です。 
子年の６月には、アイアンマンジャパンでまた

出場権を得、１０月には４度目の世界大会へリベ

ンジし、なんとしてもメダル獲得をと、肝に命じ、

元旦より活動開始をめざす今日このごろです。 
 
 

  
 

新年あけまして

おめでとうござい

ます。 
毎年繰り返して

いる私の一年の過

ごし方は、家族と

夫婦、友人共々一

緒に楽しみながら、

健康と若さを保つ

ことです。 

 
 
 

朝５時出発、「会

津朝日岳」に行く。 
登山口に近づくと昨

夜来の風雨で黒谷川

の水かさが増してい

た。紅葉には少しば

かり早かったがブナ

や白樺の葉が青空に

映えて、美しかった。 
急登を延々と登り

「叶の高手」まで来

ると辺りには、よう

やく黄や赤に染まっ

たウルシや楓の葉が木々の緑の中で一際美しい輝

きを放っていた。 
枯れたブナの大木にはキノコが宿り、違和感が

無く周囲の景色に溶け込んでいた。ひっきりなし

に流れる汗も、休憩で休むと高山の冷気が冷たく

肌を刺した。 
頂上からの眺めは圧巻で、西南から北側の斜面

には透きとおるような鮮やかな紅葉が見られた。

そして、遠く田子倉湖の北側には浅草岳の大きな

山塊が横たわっていた。 
 
 

  深き山 雲海の上 朝日輝く 
  赤黄青 枝葉の先に 光る色 
  シジュウカラ カケスの声が 深山の 
  木々の梢に 触れて流れる 
 
 
 
新緑や紅葉、冬景色等、四季折々の自然を楽し

みながら、源泉かけ流しの温泉に浸かり手足を思

いっきり伸ばせる「秘湯巡り」は、日頃の慌しさ

を忘れ、リラックスできる楽しみです。 
また、「酒蔵巡り」も楽しみの一つにしていま

す。「夏の利き酒大会」「秋の栃木の美酒・蔵巡り」

のほか、新酒も味わえ、肌にもよい日本酒は、若

さと健康には最適です。 
今年も二つの巡りを楽しみますが、今年は新た

に「お寺巡り」も加え「心の修養」をして、今迄

以上に健康と若さを保つ楽しい一年にしたいと思

っています。  

年女 

宇都宮支部 鈴木 利子

会津朝日岳 １０月 単独行 

朝霧深し、後快晴 

那須支部 篠原 雅典

子年にあたって 

小山支部 山中 國雄
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明けましておめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

私にとって昨年は、新しい発見の連続の日々で

した…。といっても、書士としてということでは

なく…「全般的なパーソナリティの向上に関して

…」とでも言ったら良いのでしょうか？？？ 

そう言うと何かかなりの事を想像させてしまうと

思いますが、全くそうではありませんで… 

実は、私は本業として社交ダンスの教師をして

いますが…（もし誰か習いたい方いれば出張レッ

スンにも行きますよ(*^_^*)…）一昨年、不覚にも

膝を怪我しまして、約半年間ほとんど仕事をする

ことが出来ない状態になってしまいました。そん

な時を過ごしていると、これからの仕事の内容の

こと、将来に向けての思考などなどと、様々なこ

とが頭の中をかけめぐり、たくさんの本を読む機

会に恵まれました。さらに著作権研修や記帳実務

の講習、今年は、早速行われる会社法関係と内容

証明関係の研修に出る予定をしています。世の中

の速いスピードでの経済展開、さらに年々、いや

日に日に変わる自分の環境（健康状態・家庭環境 
などのもろもろを含む）に、どう対応していった

らよいか？？？ 
 
 

 
 
新年あけましておめでとうございます。 
私も今年、満６０歳を迎えるにあたり、サラリ

ーマンであれば定年となり、社会の第一線から身

を退いて、第二の人生を楽しむ年代に差し掛かり

ました。 
しかし、私ども行政書士は自営業であり、健康

のゆるす限り己の意思において、まだまだ社会の

発展に寄与することが出来ます。この幸運と恵ま

れた環境に感謝しつつ、

よりいっそう邁進してい

きたいと思っております。 
新年が、ますます充実

した人生の礎となるであ

ろうことを期待し、併せ

て皆様方のご健康とご多

幸を心よりお祈り申し上

げます。 

 
 
一昨年の経験から生まれて

きた去年一年の試行錯誤の時

を経て、いよいよ目標が決ま

った新たな思考を現実化して

いくため、４８歳になるこの

年の念頭に当たって心を新た

にし、一つ一つ手がけていき

たいと考えています。 
最後に一言…一昨年の出来事は、自分を見つめ直

す良いきっかけになりました。 
自分の良いところを偽り無く、また自分自身で

恥ずかしがらずに捉える。そして、自分の悪いと

ころも偽り無く認めること。そういう自分自身の

点検を定期的に行っていれば、何か突然に波が押

し寄せてきても正しい思考で対応できると考えら

れるようになりました。 
たいそうなことを話しましたが、車だって計量

器だって…はたまた、エレベータだってジェット

コースターだって（＾＾ゞ、定期点検をしていれ

ば安心できますよね。定期点検を怠ると…？？？

そうならないように、さらに自分の思考に正直に

行動していく年としたいですね（^_‐）‐☆ 
 
 
 

 
 
 
 新年あけましておめでとう

ございます。 
私は、昭和２３年１０月生

まれの５回目の年男です。 
今年の目標は「健康管理」

「体力錬成」です。たかが体

力されど体力！私自身、気持

ちの中では５０歳前の気持ち

です。 
健康であるからこそ体力を鍛えることができ

る。健康、体力は両車輪でどちらが欠けてもバラ

ンスが崩れ思うように人生を進むことはできませ

ん。 
まず健康にして、体力を鍛え、世の中に恩返し

の気持ちを持ち、少しでも力になれる行政書士と

して頑張りたいと思います。 
どうぞ今年もよろしくお願い致します。 

「いつまでも勉強…パーソナリティを高めよう!!!そして自分を信じよう!!!」    

       宇都宮支部 中三川 浩志

年男 

宇都宮支部 八木 功

子年生まれ 

小山支部 生田目 安夫
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北関東ＡＤＲ協議会主催 
第１回ＡＤＲ合同研修会のお知らせ 

 
 会員の皆さん、こんにちは。北関東ＡＤＲ協議会では、下記の日程で研修会をおこない

ます。ＡＤＲ事業に参加したいと思っている方、ＡＤＲ事業について知りたい方、理由は

様々でしょうが、ちょっと覗いてみませんか？ 
 皆さんの奮ってのご参加、お待ちいたしております！！ 
 

記 
 

１ 日  時  第１回 平成２０年２月１６日（土） 
            午後１時３０分～午後５時 

第２回 平成２０年２月２３日（土） 
            午後１時３０分～午後５時 
２ 講  師  第１回 弁護士  坂 本 廣 身 先生 

第２回 弁護士  廣 田 尚 久 先生 

 

３ 講演内容  第１回 「行政書士ＡＤＲの将来像」 
             ～稼げる行政書士となるために～ 
        第２回 紛争解決学とＡＤＲ（裁判外紛争解決） 
 
４ 場  所  白鷗大学法学部教室（ＪＲ小山駅東） 
５ 募集人数  ６０名 
６ 受 講 料  無料。 
７ 申込締切日 定員になり次第締切。 

以上 
 

ＡＤＲ研修会参加申込書 
 

  ＡＤＲ研修会に参加いたします。（該当する研修会に○をつけてください） 

   （１）第１回・第２回 

登録番号          

                    支 部 名            

                    氏  名           
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 宇都宮市では、優良農地を確保・保全するため、農業振興地域整備計画に基づき農用地区域を設定

し、農地の無秩序な開発の制限を行っています。 

 農用地区域の除外については、年に３回受け付けていますが、平成２０年度は、農業振 

興地域整備計画を改定するため、除外に関する日程は下表の通りとなります（例年より除 

外決定に要する期間が長くなります）。 

 

受 付 月 除外決定月（予定）

平成20年 4月 平成21年 3月 

平成20年 8月 

 平成20年 12月 

平成21年 9月 

 

お問い合わせ先 宇都宮市経済部農業振興課 担い手支援グループ 028-632-2454 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新栃木県庁舎誕生 新栃木県庁舎誕生 

平平成成２２００年年度度のの農農用用地地区区域域のの除除外外にに関関すするる日日程程ににつついいてて  
～～宇宇都都宮宮市市よよりり～～  

１月４日、新栃木県庁舎が開庁しまし

た。バリアフリー化を進めるなど、より県

民にとって利用しやすく、そして環境や危

機管理にも配慮した最新技術満載の新県

庁。私たち行政書士にとっても仕事でお世

話になる重要な施設です。今回は新県庁の

各課配置図を掲載します。どうぞ参考にし

てください。 

 なお、最新情報は下記ホームページにて

ご確認ください。 

 

栃木県庁 

〒320-8501 

栃木県宇都宮市塙田1-1-20 

 

TEL 028-623-2323 

 

栃木県ホームページ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp 

写真提供：宇都宮支局長 齋藤順子 
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【小 山】 

ボボーーリリンンググ大大会会開開催催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成１９年１２月６日木曜日、午後５時から小

山市国道５０号線沿いの「小山ゴールドレーン」

にて小山支部恒例のボーリング大会を開催しまし

た。 
 参加会員は１５名で、熱戦が繰り広げられまし

た。成績結果は２ゲームのトータルスコア２６８

Ｐで初参加の山中國雄会員が優勝。準優勝は松井

勤一郎会員、３位 鈴木昇会員でした。 
 その後、表彰式及び忘年会を、小山市西城南の

「隠れ家」にて行いました。優勝者には、豪華賞

品と優勝トロフィ－が、参加者全員にも賞品が贈

られました。心のこもったたくさんの美味しい料

理に囲まれ、楽しい一時を過ごすことができまし

た。 
支部会員のご協力により、この大会も、今回で

２１回を迎えることができました。来年はより多

くの会員の方が参加されることを望みます。 
（支局長 坂入真紀） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
【佐 野】 

建建設設業業許許可可申申請請研研修修会会開開催催 

１２月２０日（木曜日）午後１時３０分より同

３時まで、佐野市茂呂山老人福祉センターに於い

て、建設業許可申請に関わる、支部研修会を開催

した。 
出席人員 １１名。講師に高島支部長が担当し、

資料は県本部より受領した栃木県土整備部による、

建設業許可申請の手引、同経営規模等評価申請及

び総合評価値請求の手引、日行連農林建設部で編

集した建設業許可用語集を参加者に配布し、教材

として使用した。 
特に工事経歴書、事業報告書、株主資本等変動

計算書、個別注記表の記入方法については、具体

的事例を基に説明した。 
須永副支部長は、現在までの支部活動事業報告

を、江藤、長竹両理事は、県本部の報告をした。 
以上で本年度の佐野支部事業計画は、計画案とお

り、ほぼ終了した事になる。 
（支部長 高島俊夫） 

 
 
【那 須】 

無無料料相相談談会会開開催催 

 
那須支部では、行政書士制度広報月間のＰＲ活

動、地域における社会貢献活動の一環として、平

成１９年１２月１日ゆめプラザ・那須において、

無料相談会を実施しました。 
那須町での無料相談会は、１０月２１日の那須

町高原公民館に続いて２回目で、ゆめプラザ・那

須では初めての実施となりました。３名の方から、

不動産の賃貸借・会社設立・土地関係・遺言書の

書き方等５件のご相談をいただきました。 
 無料相談会では、身近な問題のご相談が多いの

ですが、一つの問題が新たな問題を引き起こすた

め、お一人で複数件のご相談というケースもある

ことから、それに対応できる幅広い知識の必要性

を感じました。 
（支局長 冨田倫子） 

 支 局 情 報 
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宇都宮のまちづくり 

昨年度、宇都宮は上河内町・河内町との合併に

より５０万都市となった。そして宇都宮城の復元、

うつのみや表参道スクエアのオープン、県庁新庁

舎の落成と、続々と新たな顔も誕生した。 
今後、宇都宮市が活力のある住みやすい街にな

るために望まれることは、先ず中心部の活力復活

と交通網の整備であろう。 
 再開発事業完了としてオ－プンしたうつのみや

表参道スクエア（旧上野百貨店本館を含む地域）

は宇都宮市の中核を担う地域として今年着工予定

の西地区（旧上野百貨店新館を含む地域）ととも

に、これからの宇都宮市の活性化をはかるための 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市街地の再開発事業 

 再開発事業は、土地の権利者とデベロッパー・

テナントと公共の三者で成り立つ。 
 権利者が集まり土地を提供し、テナントを入れ

ることによって新しいビルを建てる建設資金を調

達し、それを公共が補助し支援していくという形

の事業である。これまでは、ララスクエアやパル

コという商業施設が目立ったが、今年着工予定の

宇都宮馬場通り西地区では、店舗はもちろんであ

るが、共同住宅を含む建物となる予定である。 
   
       ＪＲ宇都宮駅東の整備事業 
 宇都宮市が土地区画整備事業（道路築造、宅地

造成など）を行い、民間が造成後の建物を整備し 
ていく事業である。市がＪＲ宇都宮駅東口におい

て、バス・タクシー・一般者の乗降場とバリアフ

リーの歩行者道を整備中で、これによりあらゆる 
駅利用者が安全に移動できることになる。 
 ここに民間がホテル・交流広場を含む商業施設 
を整備していく予定である。 

 
 
 
キーポイントになる地域である。 
 また、現在進行中のＪＲ東口地区整備事業は、

交通網の拠点となるはずである。 
 

表参道スクエアビルと二荒山神社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

事業完了地区 

        現在進行中及び今年着工予定地区 

    事業予定地区 
  

 
 

ＪＲ宇都宮駅前通りの電線類の地中化が行わ

れ、そこから左右に延びる通りの電線類が消え

ていった時、宇都宮の街も美しくなっていくの

だとわくわくした。 
昨年９月に景観計画・景観条例が定められ、

今年から景観に関する取組みも始まった。宇都

宮の街がどのように変貌をとげていくのか楽

しみである。 
おいしいお店も、ぶらりと立寄れる面白そう

なお店もうれしいが、安心と住みやすさが一番

であると思う。そして、なにより宇都宮が『 独
自の文化がただよう街 』になっていったらと

願う。 
             

（支局長 齋藤順子） 

宇都宮のまちづくり 
支局かわら版 

宇都宮支部

《 宇都宮中心部の事業計画 》 
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「こんにちは～」中国人女性Ｂさんが来ました。 
「専門学校を卒業して就職が決まりました！ 

入管手続おねがいしま～す」 

 

                       ～入管業務編・その３～ 

 
「就職おめでとうございます。手続きは『留学』からの在留資格変更手続きですね～」 
と答えたいですが、その前に…ここでも基本を確認しておきましょう。 

 
 
「就労」に関して押さえるべき基本は次の２点です。 

 １）就職先の仕事の内容と卒業学校における専攻分野との間に関連性があること。 

 ２）従事する仕事が「人文知識・国際業務」および「技術」の在留資格に該当する内容であること。 

  （在留資格詳細については、出入国管理及び難民認定法別表第一、および基準省令を十分確認 
してください） 

 
 

専門学校卒の場合は、こんな確認が必要です 

  
さらに、Ｂさんのように「専門学校を卒業して就職する」という場合は、大学や短大卒の場合 

とは違い、確認・注意するべきことがまだあります。 

   ①「専門士」称号が必要であること。 

   ②在留資格変更許可申請しかできないこと。 
→いったん帰国して「在留資格認定証明書」交付申請によって来日・就職することはできま 
せん。つまり、チャンスは一回だけ。 

   ③取得した専門士としての資格と就業予定の業務との関連性が強く求められること。 
→大卒・短大卒の場合より就業できる業務の範囲は限定的です。専門士の資格を得ていても、

入管法令上就労できない職種もあります。また、大卒であれば可能な「翻訳・通訳」などの 
業務は、専門学校卒というだけではできません。 

 

   ※専門士とは、一定の条件を満たす専門学校の課程を修了した者に与えられる称号です。 
「一定の条件」とは 
①修業年限が２年以上である。 
②課程の修了に必要な授業時間数が１７００時間以上である。 
③成績評価等で課程の修了認定を行っている。 

  

依頼者Ｂさんに十分話を聞き、次のことを確認しましょう。 

  
１．就職して行おうとする職務がどの在留資格に該当するのか。 
→在留資格に該当しない職務であれば許可されません。 

   ２．その職務と専門士の称号を得るために学んだ科目との関連性があるか。 
→専門学校で「デザイン」を学んだのに仕事が「情報処理」ではだめです。「人文知識・国際

業務」「技術」の在留資格に該当するだけではなく、その仕事に関連する勉強をしてきたこと

が必要です。 
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提出書類をそろえましょう。 

   
提出書類については入管ホームページから必要書式をダウンロードしてください。 
添付書類には少なくとも以下のものは必要でしょう。 

 

会社が用意するもの  
１ 商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し  
２ 事業内容を明らかにする資料・会社等の案内書 

３  雇用契約書、採用通知書等 

４ 採用理由書（会社が申請者を採用した経緯・理由・職務内容説明） 

 

Ｂさんの用意するもの 

     １ 卒業証明書、成績証明書 

２ 専門士称号授与証明書 

３ 履歴書 

４ 申請理由書（当該会社に就職することになった経緯・理由） 

  
  こうした依頼については、本人だけでなく会社とのやりとりも必要になります。単純労働や一般 
事務、一定の職業について外国人の就労を認めない、という入管政策は多くの人には理解されてい 
ません（当然ですね）。会社側にもその旨十分な説明が必要でしょう。 

  どんなにしっかりした会社であっても、どんなに成績優秀な学生であっても、就労できない場合が

あります。雇用契約と在留資格は無関係なのです……。 

  Ｂさんは大丈夫かな？ 

 
 

 

                                

「入管業務」ってなあに？ 
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研修会「渉外戸籍」のお知らせ 

○日    時  平成２０年２月２１日（木）１３：３０～１５：３０ 
○場    所  栃木県行政書士会館２Ｆ 
○受 講 料  ５００円 
○主  催  業務研修部 
○講  師  宇都宮市役所市民生活部市民課戸籍グループ 
  主任 関本あゆみ氏  

主事 増淵倫巳氏 
○研修内容  渉外戸籍 
○内  容  渉外戸籍の基礎知識、届出実務、関係法 
○対 象 者  行政書士、補助者 
○申込方法  下記の申込用紙にご記入の上、事務局宛にＦＡＸ（028-635-1410）してください。 
○締め切り  平成２０年２月１５日（金） 

 

研修会（２０/２/２１開催）受講申込書 
 

平成２０年  月  日 

支部名               氏 名            

 
 

 
 

                             
【変 更】                              *市町村合併による変更 

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇 都 宮 住吉和夫 事 務 所* 宇都宮市白沢町 490-1 

宇 都 宮 片岡キミエ 事 務 所* 宇都宮市白沢町 490-1 

栃  木 下山知昭 
事 務 所 

電  話 

下都賀郡大平町川連 591-1 

TEL 0282-24-3284 

事務局よりお知らせ 
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 
１月は会費（第４期）の納入月です。 
口座引落をご利用の方は、残高不足にご注意ください 
 

 
 
 
 
 

栃木県行政書士会員の動き 

編

集

後

記 

行政とちぎ１月号 №373 
発行人  栃木県行政書士会 
〒320-  宇都宮市西一の沢町１番 22号 
 0046  電 話 028-635-1411（代） 
     ＦＡＸ 028-635-1410 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gt9.or.jp/gyosei 
編 集  広報部 
定 価  250 円 
印刷所  有限会社 高久印刷 

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます。）

２００８年のスタート。しかし我が広報部
の新井部長は年を越すことなく天に召され
た。今になっていかに自分が頼っていたか思
い知らされる。その存在の大きさを改めて感
じる。苦境ではあるが、どんな困難にも屈し
なかった、そして広報を愛していた彼女のた
めにも、部員一同力を合わせて頑張っていき
たい。 

(田代)

（平成 19年 12 月 31 日現在）
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宇都宮センター長  渡邊 眞 

 栃木センター長   野原 純 

 足利センター長   松長 健 

 佐野センター長   高島俊夫 

 鹿沼センター長   神山忠雄 

 真岡センター長   福田俊夫 

 真岡サービス所長  久保宗則 

 小山センター長   下田康夫 

 西那須野センター長 篠原賢治 

 日光センター長   入江昭造 

 今市センター長   福田勝守 

今市分所長     鈴木 淳 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢板センター長   窪田晴哉 

黒磯センター長   平山 猛 

那須中央センター長 大柿 榮 

石橋センター長   野澤 勇 

氏家センター長   篠崎光一郎 

烏山センター長   宮嶋幸雄 

茂木センター長   豊田 茂 

足尾センター長   後藤八郎 

黒羽センター長   須藤定之助 

馬頭センター長   西宮 功 

藤岡センター長   永島正志 

喜連川センター長  鈴木一雄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車庫証明申請センター運営協議会 

〔広 告〕 

行政書士佐野自動車登録代行センター 
センター長   鈴木 康夫

副センター長  齋藤  裕

  〃      土方 美代

理  事     福澤 一夫

  〃      寺内 郁夫

会  計     長竹 基行

会 長 渡邊 眞 

副会長 宮嶋幸雄 松本 明 小林幸雄 
顧 問 浅野吉知 岸  宏 
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